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計画の策定 ＜Plan＞ 
1.組織の概要 
（1）事業者及び代表者氏名 

事業者名 ：株式会社ユニケミー 
代表者  ：代表取締役 濱地 清市 

 
（2）所在地 

本社 愛知県名古屋市熱田区伝馬一丁目 11 番 1 号 
北館 愛知県名古屋市熱田区伝馬一丁目 8 番 18 号 
東館 愛知県名古屋市熱田区伝馬二丁目 13 番 20 号 

 
（3）環境管理責任者 

取締役 吉田佳宏（2019.11～2020.10） 
試験二課課長 今村直樹（2020.11～ ） 
連絡先 TEL052-682-5069 
 

（4）事業概要 
環境計量証明事業、作業環境測定事業、研究開発支援事業、その他理化学分析並びに

関連商品の販売 
 
（5）事業規模 

資本金：4000 万円 
従業員数：60 人（2020.10.31 本社 29 人 北館 28 人 東館 3 人） 
延べ床面積：1,800 ㎡（本社 820 ㎡、北館 720 ㎡、東館 260 ㎡） 

 
 
 
 
2.対象範囲 

全組織・全活動を範囲としています。 
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3.環境経営方針 

 

 

環境経営方針

　株式会社ユニケミーは、環境分野ならびに研究開発に係る理化学分析・試
験・調査の受託事業を行っています。そして、迅速で精確なデータと解析結
果の提供によりこの受託業務が直接又は間接的にお客様の環境管理活動・
資源の有効利用・環境汚染に繋がる事故の未然防止等に貢献していると認
識します。

　そして、歴史的由緒ある熱田神宮の傍らに立地していることから地域社会と
のより良い共生と共に、社会の共通理念である『持続可能な社会』を目指し、
事業において以下の方針で取り組みをします。

１．お客様の環境ニーズに対応できるように努めます。

２．環境関連法規を遵守します。

３．地元の校外学習の受入等環境教育活動に取り組みます。

４．主要な環境負荷の削減又は適正な管理を実施します。

５．環境マネジメントシステムの継続的改善に努めます。

　この環境方針を当社従業員に周知するとともに、一般開示します。

改定日：2016年12月22日

株式会社 ユニケミー

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役

濱地　清市
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4.環境経営目標 

 

環境経営目標 単位 

基準値 
2014.11 

～ 
2015.10 

49 期 
2019.11

～
2020.10 

50 期 
2020.11 

～
2021.10 

51 期 
2021.11

～
2022.10 

目標 目標 目標 
二酸化炭素排出量の削減注 1 kg-CO2 275,630 274,527 274,252 273,976 

％ 基準比 -0.4％ -0.5％ -0.6％ 

 電気使用量の削減 kwh 450,628 448,825 448,375 447,924 

ガソリン使用量の削減 ㍑ 21,976 注 3 21,888 21,866 21,844 

一般廃棄物排出量の削減 t 6.73 注 2 4.51 4.38 4.24 

％ 基準比 -33％ -35％ -37％ 

産業廃棄物の適正管理※1 t 6.16※1 産業廃棄物の適正管理 

水使用量の削減 ㎥ 3,067 2,969 2,944 2,920 

％ 基準比 -3.2％ -4.0％ -4.8％ 

化学物質の適正管理 kg 707※2 化学物質の適正管理 

環境教育の提供 

学生の校外学習受入 

人/年 － 10 12 14 

お客様の環境ニーズ 

お客様への環境教育の提供 

件/年 － 1 2 3 

※1 産業廃棄物の削減については、持ち込まれるサンプル量･質や定められた分析方法に従って実施すると生ずるもののため削減

目標の策定は行わず、適正な管理をします。2017.11～2018.10 の産業廃棄物総量：6.16t 
※2 化学物質使用量の削減については、分析業務は内容ごとに化学物質の使用量が決められているため削減目標の策定は行わず、

適正な管理をします。2014.11～2015.10 の化学物質使用量総量：19kg、688L 
 
注 1）2014 年度（平成 26 年度）中部電力㈱二酸化炭素排出係数：0.4970kg-CO2/kWh 
注 2）一般廃棄物排出量の削減の基準値は、資源ごみ・古紙データが出揃った 2017.5～2017.10 データを換算設定 
注 3）レンタカー使用時のガソリン量等を計上することにしデータが出揃った 2018.11～2019.10 データ。二酸化炭素排出量の基準

値にも反映させた。 
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5.環境経営計画（取組内容） 

 

環境経営目標 取組内容 責任者 

二酸化炭素排出量の削減 ・電気使用量削減とガソリン使用量削減に取り組む 環境推進委員 

（今村）  電気使用量の削減 ・エアコンの温度管理と清掃 

・エアコンフィルター掃除 

・エアコン装置の省電力機器の更新検討 

ガソリン使用量の削減 ・エコ運転の実施 

・エコカー導入検討 

・空気圧管理の徹底 

一般廃棄物排出量の削減 ・分別ルールの周知徹底 

・ごみ減量の社内講習 

・コピー機能の社内エコ講習 

・“ゴミ”啓蒙活動として「堀川一斉清掃」参加 

環境推進委員 

 （志治） 

産業廃棄物の適正管理 
・排出量の把握 

・マニフェスト回収管理 

特別管理産業廃

棄物管理責任者 

（池田） 

水使用量の削減 ・前年同月比較確認 

・水道メーターによる漏れ確認 

・節水の励行 

環境推進委員 

 （篠原） 

化学物質の適正管理 
・PRTR 制度対象物質の使用量月次管理 

試薬管理者 

（森山） 

環境教育の提供 

学生の校外学習受入 
・地元の高校及び中学校等の校外学習受け入れ 

環境推進委員 

 （金本） 

お客様の環境ニーズ 

お客様への環境教育の提供 

・お客様へのニーズ聞き取り調査 

・環境教育の提供 

環境推進委員 

 （金本） 
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計画の実施 ＜Do＞ 
 

6.環境経営計画に基づく実施体制 

 
（1）組織体制 
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（2）役割・責任・権限 

 

組織・責任者 役割・責任・権限

①環境経営システムを確立し、実施し、維持し、改善するための資源（人的資源、専門的技
能、組織のインフラストラクチャー、技術と資金）の提供

②他の責任にかかわりなく環境管理推進のための責任と権限を与えた環境管理責任者の
任命

③環境経営方針の制定

④全体の取り組み状況の評価及び全般的な見直しの実施

⑤環境活動レポートの承認

①環境経営システムの構築、実施、維持の責任者

②環境経営目標・環境経営計画の承認

③見直しを目的とした代表取締役社長への環境活動管理状況報告

④環境推進委員長及び委員の任命

⑤環境関連法規等取りまとめと遵守状況のチェック

⑥全社員への周知、教育・訓練

⑦環境活動レポートの作成責任者

⑧環境関連の内部コミュニケーションの窓口

①環境への負荷の自己チェック及び取組の自己チェックを実施

②環境経営目標、環境経営計画書の作成

③環境経営計画の実施、データ収集と実績まとめ

④環境関連法規等の適用確認と必要な対応、遵守

⑤環境管理文書・記録の作成と保管

⑥環境経営システムの実施、運用

⑦環境関連の外部コミュニケーションの窓口

⑨特定業務作業の教育、訓練の実施

⑩緊急事態への対応準備及び訓練の実施

⑪運用状況の定期報告会の実施

⑫是正、予防処置の実施

⑬エコアクション21事務局業務

①環境経営方針の理解と環境経営活動への取り組みを自覚

②自主的・積極的に環境活動へ参加

代表取締役社長

環境管理責任者

全従業員

環境推進委員会



p. 8 
 

 
取組状況の確認及び評価 ＜Check＞ 
 
7.環境経営目標及び環境経営計画の実績・取組結果とその評価、並びに次年度の環境経営目

標及び環境経営計画 

 
（1）実績・取組結果 
 

環境経営目標 単位 
49 期 2019.11～2020.10 

目標 実績 達成状況 

二酸化炭素排出量の削減 kg-CO2 274,527 240,351 
○ 

基準比 ％ -0.4％ -13％ 

 電気使用量の削減 Kwh 448,825 386,654 ○ 

ガソリン使用量の削減 ㍑ 21,888 20,575 ○ 

一般廃棄物排出量の削減 t 4.51 4.55 
△ 

基準比 ％ -33％ -33％ 

産業廃棄物の適正管理※1 t 排出量把握 マニフェスト回収管理 良好 

水使用量の削減 ㎥ 2,969 2,304 
○ 

基準比 ％ -3.2％ -25％ 

化学物質の適正管理※2 kg 化学物質使用量の適正管理 良好 

環境教育の提供 

学生の校外学習受入 
人/年 10 27 ○ 

お客様の環境ニーズ 

お客様への環境教育の提供 
件/年 1 1 ○ 

※1 産業廃棄物量：6.9t 
※2 化学物質使用量：10kg、538L 
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（2）取組評価 

環境経営目標 取組内容 取組結果の評価コメント 

二酸化炭素排出量の

削減 

・電気使用量の削減とガソリン

使用量の削減に取り組む 

○ 

電気・ガソリン 2 項目ともに使用量削減がで

き二酸化炭素排出量の削減を達成 

 

電気使用量の

削減 

・エアコンの温度管理と清掃 

・エアコンフィルター掃除 

・エアコン装置の省電力機器の

更新検討 

○ 

温度の記録を行うことで適切な運転管理に繋

がっている。使用頻度の低下した装置の廃棄

が使用量の削減に寄与。また、エアコン更新

検討時、業務面積に応じた能力選定を実施。 

ガソリン使用

量の削減 

・エコ運転の実施 

・エコカー導入検討 

・空気圧管理の徹底 

○ 

空気圧管理の徹底及び運行管理表の導入によ

って燃費意識向上や無駄な走行削減に寄与。

更新時エコカーを 1 台導入。 

一般廃棄物排出量の

削減 

・分別ルールの周知徹底 

・ごみ減量の社内講習 

・コピー機能の社内エコ講習 

・“ゴミ”啓蒙活動として「堀川

一斉清掃」参加 

△ 

コロナ禍の影響もあり予定していた社外講師

を招いたごみ減量の社内講習が実施に至らな

かった際、代替え策が打ち出せなかった。 

 

産業廃棄物の適正管

理 

・排出量の把握 

・マニフェスト回収管理 

○ 

良好な管理状態を維持 

水使用量の削減 

・前年同月比較確認 

・水道メーターによる漏れ確認 

・節水の励行 

○ 

啓蒙活動を継続的に実施 

年代物の建屋設備において未稼働時の漏れ確

認は今後も継続が必須 

化学物質の適正管理 
・PRTR 制度対象物質の使用量

月次管理 
○  
良好な管理状態を維持 

環境教育の提供 

学生の校外学習受入 

・地元の高校及び中学校等の校

外学習受け入れ 

○ 

校外学習で 4 名受け入れた他にコロナ禍対応

で YouTube 動画を利用する工夫に繋がった。 

お客様の環境ニーズ 

お客様への環境教育

の提供 

・お客様へのニーズ聞き取り調

査 

・環境教育の提供 

○ 

前期 0 件であったが、徹底した探索で 1 件

（土壌汚染調査）のニーズを発見した。 

○：取組達成 △：やや不十分 ×：取組不十分 
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（3）新環境経営目標 
 

50 期より今までの環境経営目標を見直し、新たな目標・メンバーで再スタート 
 

環境経営目標 単位 

基準値 
2018.11 

～ 
2019.10 

50 期 
2020.11 

～
2021.10 

51 期 
2021.11 

～
2022.10 

52 期 
2022.11

～
2023.10 

53 期 
2023.11

～
2024.10 

目標 目標 目標 目標 
二酸化炭素排出量の 

削減注 1 
kg-CO2 244,152 243,908 243,664 243,420 243,175 

％ 基準比 -0.1％ -0.2％ -0.3％ -0.4％ 

 電気使用量の削減 kwh 426,214 425,788 425,362 424,935 424,509 

保有車両の平均燃費

改善 
km/㍑ 11.70 11.88 12.05 12.23 12.40 

一般廃棄物排出量の 

削減 
t 4.63 4.54 4.45 4.35 4.26 

％ 基準比 -2％ -4％ -6％ -8％ 

産業廃棄物の適正管理※1 t 4.29 産業廃棄物の適正管理 

水使用量の削減 ㎥ 2,849 2,826 2,803 2,781 2,758 

％ 基準比 -0.8％ -1.6％ -2.4％ -3.2％ 

化学物質の適正管理※2 kg、㍑ 18、744 化学物質の適正管理 

お客様の環境ニーズ 

提出書類のペーパーレス

化 

部署・ 

項目/年 
－ 2 4 6 8 

※1 産業廃棄物の削減については、持ち込まれるサンプル量･質や定められた分析方法に従って実施すると生ずるもののため削減

目標の策定は行わず、適正な管理をします。2018.11～2019.10 の産業廃棄物総量：4.29t 
※2 化学物質使用量の削減については、分析業務は内容ごとに化学物質の使用量が決められているため削減目標の策定は行わず、

適正な管理をします。2018.11～2019.10 の化学物質使用量総量：18kg、744L 
 
注 1）2018 年度（平成 30 年度）中部電力㈱二酸化炭素排出係数 調整後：0.4520kg-CO2/kWh 
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（4）次年度環境経営目標・環境経営計画 
 
 

環境経営目標 単位 
基準値 

2018.11～ 
2019.10 

目標 50 期 
2020.11～
2021.10 

取組内容 

二酸化炭素排出量の削減注1） 
kg-CO2 244,152 243,908 電力使用量削減及び保有車両

の燃費改善に取り組む 
基準比 ％ － -0.1％ 

 

電力使用量の削減 kwh 426,214 425,788 

・エレベーターの使用低減 

・空調の適温化 

・設備機器適正管理 

・空調機フィルター清掃 

保有車両の平均燃費

改善 
km/㍑ 11.70 11.88 

・燃費前年同月確認 

・定期的オイル交換 

・定期的タイヤ空気圧点検 

一般廃棄物排出量の削減 
t 4.63 4.54 ・可燃ごみ等詳細内訳の調査 

・種類別削減方法検討 
基準比 ％ － -2％ 

産業廃棄物の適正管理 t （4.29） 適正管理※1 
・排出量管理 

・マニフェスト回収管理 

水使用量の削減 
㎥ 2,849 2,826 ・使用水量前年同月比較 

・漏れ確認の実施 

・節水啓蒙活動 基準比 ％ － -0.8％ 

化学物質の適正管理 
kg 
㍑ 

（18） 
（744） 

適正管理※2 ・化学物質使用量の適正管理 

お客様の環境ニーズ 

提出書類のペーパーレス化 
部署・項目 － 2 

・現状把握 

・対象の掘り起こし選定 

・ペーパーレス化手法検討 
※1 産業廃棄物の削減については、持ち込まれるサンプル量･質や定められた分析方法に従って実施すると生ずるもののため削減

目標の策定は行わず、適正な管理をします。2018.11～2019.10 の産業廃棄物総量：4.29t 
※2 化学物質使用量の削減については、分析業務は内容ごとに化学物質の使用量が決められているため削減目標の策定は行わず、

適正な管理をします。2018.11～2019.10 の化学物質使用量総量：18kg、744L 
 
注 1）2018 年度（平成 30 年度）中部電力㈱二酸化炭素排出係数 調整後：0.4520kg-CO2/kWh 
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8.環境関連法規などの遵守状況の確認及び評価の結果、並びに違反、訴訟などの有無 

 

環境関連法規 適用される施設等 要求事項 

下水道法 

名古屋市下水道条例 
洗浄施設 届出、定期的な水質測定 

市民の健康と安全を確保する環境

の保全に関する条例 

空調圧縮機 届出、規制基準の遵守 

アイドリングストップ 実施のための適切な措置 

毒物及び劇物取締法 

毒物劇物取扱責任者 

特定毒物研究者 

営業登録 

保管庫 

毒物劇物 

届出 

許可 

登録 

施錠、管理簿 

表示、譲受書保存 

廃棄物の処理及び清掃に関する

法律 

名古屋市産業廃棄物等の適正な

処理及び資源化の促進に関する

条例 

廃棄物保管庫 

マニフェスト 

運搬処分の委託 

処理状況の年度報告 

特管廃棄物管理責任者 

掲示板の設置 

マニフェストの交付、保管 

委託契約書 

報告書提出 

責任者の選任 

名古屋市廃棄物の減量及び適正

処理に関する条例 
事業系一般廃棄物 業として行うものに委託処理 

特定家庭用機器再商品化法 
特定家庭用機器（エアコン、

冷蔵庫等） 
有料で適切な引き渡し 

フロン類の使用の合理化及び管理

の適正化に関する法律 

業務用空調機、業務用冷凍

冷蔵庫 

回収業者への引き渡し、引取証明

書の確認保存、簡易点検、定期点

検 

使用済自動車の再資源化に関す

る法律 
社有車 

引き渡し義務、再資源化預託金の

預託義務 

放射線同位元素等による放射線障

害の防止に関する法律 
ガスクロマトグラフ装着 63Ni 

届出、表示、測定、教育、帳簿、主

任者選任及び届出、定期講習 

高圧ガス保安法 高圧ボンベ車両積載時 警戒標の掲示 

悪臭防止法 

市民の健康と安全を確保する環境

の保全に関する条例 

事業所 
特定悪臭物質規制の遵守 

臭気指数規制の遵守 

消防法 危険物倉庫 

設置許可、標識設置、掲示版設

置、危険物保安監督者の定め、危

険物取扱者の保安講習受講 

環境関連法規等の遵守状況を確認し評価した結果、違反はありません。 

なお、関係当局からの違反等の指摘及び訴訟等、過去 3 年間ありません。 
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全体の評価と見直し ＜Act＞ 
 
9.代表者による全体の評価と見直し・指示 

 
前回積極的目標変更（基準比-1.6％→-33％）した「一般廃棄物排出量の削減」をほぼ達成

できたことを確認した。コロナ禍という環境下において、WEB 会議の導入対応や動画 UP
にもチャレンジできたことは評価できる。今後も上手に環境適応・創意工夫ができる会社で

ありたいと考えます。 
 
1 年前より環境管理責任者の交代を含む実施体制の変更を予定し、無事に 2020 年 11 月

から新体制でスタートを切りました。マンネリ化を防ぎ、更なる活動の活性化及び大きな意

味でのステップアップを目指します。環境経営目標も見直し、お客様の潜在ニーズの一つで

ある電子化対応・ペーパーレス化に力を入れていきます。 
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